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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第60期

第３四半期連結
累計期間

第61期
第３四半期連結

累計期間
第60期

会計期間

自平成25年
　４月１日
至平成25年
　12月31日

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　12月31日

自平成25年
　４月１日
至平成26年
　３月31日

売上高 （千円） 46,851,062 48,355,957 68,225,515

経常利益 （千円） 1,979,332 2,208,036 3,159,710

四半期（当期）純利益 （千円） 788,593 1,322,451 1,491,419

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 928,393 1,629,931 1,636,527

純資産額 （千円） 15,649,792 17,619,423 16,394,547

総資産額 （千円） 36,896,494 38,529,943 39,291,650

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 90.98 152.57 172.06

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 39.30 42.40 38.74

 

回次
第60期

第３四半期連結
会計期間

第61期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成25年
　10月１日
至平成25年
　12月31日

自平成26年
　10月１日
至平成26年
　12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 13.29 40.02

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

（1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府や日銀による積極的な経済・金融政策を背景に株高・円安

が進み、企業業績の改善とともに雇用環境が好転するなど景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、円安

による原材料価格の上昇や消費税増税に伴う物価上昇が中小企業の業績や個人消費の伸び悩みに影響を及ぼしてお

り、景気の先行きについては慎重な見通しが必要な状況となっております。

　このような状況下、当社グループは、「創エネ・省エネ・蓄エネ」「安心・安全」「リニューアル」をキーワード

とした営業活動を積極的に推進するとともに事業収益改善に向けた取り組みを引き続き推進してまいりました。

　このような事業環境下、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の買取価格の引き下げの影響による売上減も予

想しておりましたが、太陽光発電システム関連商材の売上は小幅な減少に留まり、設備投資や建設投資の拡大基調か

ら全体としては前期を上回る売上高となりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における連結成績は、売上高483億55百万円（前年同四半期比3.2％増）、経

常利益22億８百万円（前年同四半期比11.6％増）、四半期純利益は、固定資産売却益として61百万円、建物解体等に

伴う減損損失25百万円を計上し、13億22百万円（前年同四半期比67.7％増）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

（電設資材）

　前期末の消費税増税駆込の反動や夏の天候不順の影響でエアコンの販売が前年同期を下回り、太陽光発電システム

を中心とした商材は、固定価格買取制度の価格買取引き下げの影響から産業用の販売が前年同期を下回りましたが、

予想以上の水準での売上となりました。また、引き続き物件受注売上が好調に推移し、配線材や配管材も前期を上回

る売上となりました。この結果、売上高は245億91百万円（前年同四半期比2.0％増）となりました。

（産業システム）

　機器制御は、輸出関連企業を中心とした主要顧客の設備投資案件の受注が順調に推移し前期比増の売上高となりま

した。設備システムは、前期にあった火力発電所等への売上の反動から、前期比減の売上高となりました。情報シス

テムは学校関連の案件が好調に推移し前期比増の売上高となりました。この結果、売上高は92億89百万円（前年同四

半期比9.4％増）となりました。

（施工）

　建設資材工事は、引合い案件が活発に推移し、受注高も伸び、売上高が前期を大きく上回りました。総合建築工事

は、太陽光発電システムの直需受注工事が好調に推移したものの、建築案件の期首受注が少なかったことや前期に

あった大型案件の反動から、前期を大きく下回る売上高となりました。コンクリート圧送工事については、新規建設

需要が増加し前期比増の売上高となりました。この結果、売上高は99億39百万円（前年同四半期比0.7％減）となり

ました。

（土木建設機械）

　土木建設機械は、建設工事案件の増加から需要が増え、新車・中古車販売、メンテナンスサービス、レンタル事業

が好調に推移したことから、前期を上回る売上高となりました。この結果、売上高は42億15百万円（前年同四半期比

7.8％増）となりました。

（メガソーラー発電）

　「再生可能エネルギー固定価格買取制度」に基づき東京電力株式会社に電力供給している栃木県内4ヶ所のメガ

ソーラー発電施設における発電量は、天候不順の影響が多少ありましたが、概ね順調に推移しました。この結果、売

上高は3億20百万円（前年同四半期比0.3％減）となりました。

 

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（3）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第３四半期会計期
間末現在発行数

(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,010,000 10,010,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

　単元株式数　　　100株

計 10,010,000 10,010,000 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年10月１日～

平成26年12月31日
　－ 10,010,000 　－ 1,883,650 　－ 2,065,090

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式  1,342,100
－

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式  8,666,000 86,660 同上

単元未満株式 普通株式　    1,900 － 同上

発行済株式総数 10,010,000 － －

総株主の議決権 － 86,660 －

（注）１.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。

２. 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

②【自己株式等】

平成26年12月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）      

藤井産業株式会社
栃木県宇都宮市

平出工業団地41－３
1,342,100 － 1,342,100 13.40

計 － 1,342,100 － 1,342,100 13.40

（注）当第３四半期会計期間末日現在の「自己株式等」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,372,990 8,002,229

受取手形及び売掛金 19,393,453 ※１ 16,141,574

商品 1,637,650 2,799,167

未成工事支出金 480,893 983,539

原材料及び貯蔵品 1,595 3,020

その他 634,365 591,429

貸倒引当金 △191,817 △161,413

流動資産合計 29,329,131 28,359,547

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,722,613 1,786,975

土地 3,027,547 2,915,885

その他（純額） 1,879,996 1,863,480

有形固定資産合計 6,630,156 6,566,341

無形固定資産 128,004 108,026

投資その他の資産   

投資有価証券 2,144,997 2,500,814

その他 1,294,404 1,236,647

貸倒引当金 △235,042 △241,433

投資その他の資産合計 3,204,358 3,496,027

固定資産合計 9,962,519 10,170,396

資産合計 39,291,650 38,529,943
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,430,230 ※１ 14,440,912

短期借入金 2,800,000 2,750,000

未払法人税等 1,040,061 179,401

賞与引当金 768,490 385,880

役員賞与引当金 118,600 82,825

工事損失引当金 － 1,980

その他 1,376,606 1,624,301

流動負債合計 21,533,989 19,465,301

固定負債   

役員退職慰労引当金 262,787 263,788

退職給付に係る負債 736,887 779,469

その他 363,439 401,960

固定負債合計 1,363,114 1,445,217

負債合計 22,897,103 20,910,519

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,883,650 1,883,650

資本剰余金 2,065,090 2,065,090

利益剰余金 11,568,817 12,510,284

自己株式 △674,035 △674,106

株主資本合計 14,843,521 15,784,918

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 342,980 522,589

退職給付に係る調整累計額 36,620 29,974

その他の包括利益累計額合計 379,601 552,564

少数株主持分 1,171,423 1,281,941

純資産合計 16,394,547 17,619,423

負債純資産合計 39,291,650 38,529,943
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 46,851,062 48,355,957

売上原価 39,891,083 40,955,543

売上総利益 6,959,978 7,400,414

販売費及び一般管理費 5,280,379 5,563,470

営業利益 1,679,598 1,836,943

営業外収益   

受取利息 5,108 5,124

受取配当金 31,297 39,004

仕入割引 206,740 225,288

受取賃貸料 39,228 37,652

持分法による投資利益 16,161 5,346

貸倒引当金戻入額 － 20,722

その他 61,746 112,918

営業外収益合計 360,282 446,057

営業外費用   

支払利息 13,338 11,103

売上割引 15,859 16,984

賃貸費用 18,522 16,111

支払補償費 － 20,000

その他 12,828 10,765

営業外費用合計 60,549 74,965

経常利益 1,979,332 2,208,036

特別利益   

固定資産売却益 3,666 61,980

特別利益合計 3,666 61,980

特別損失   

減損損失 ※１ 330,127 ※１ 25,344

特別損失合計 330,127 25,344

税金等調整前四半期純利益 1,652,871 2,244,672

法人税等 808,845 828,395

少数株主損益調整前四半期純利益 844,026 1,416,276

少数株主利益 55,433 93,825

四半期純利益 788,593 1,322,451
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 844,026 1,416,276

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 82,549 213,914

退職給付に係る調整額 － △6,645

持分法適用会社に対する持分相当額 1,817 6,386

その他の包括利益合計 84,366 213,655

四半期包括利益 928,393 1,629,931

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 881,303 1,495,414

少数株主に係る四半期包括利益 47,090 134,517

 

EDINET提出書類

藤井産業株式会社(E02747)

四半期報告書

10/18



【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方

法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づ

く割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方

法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第１四半期連

結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しており

ます。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が12,772千円増加し、利益剰余金が8,263千円減

少しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

3,687千円増加しております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　※１　当第３四半期連結会計期間末日満期手形

　当第３四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日でありますが、期末日満期手形については満期日に決済

が行われたものとして処理しております。なお、債務引受一括決済取引により当社グループに対する債権者よ

り株式会社足利銀行に譲渡された債権（当社グループの買掛金）についても、期日に決済が行われたものとし

て処理しております。これにより、当第３四半期連結会計期間末残高から除かれている金額は、次のとおりで

あります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形及び売掛金 －千円 286,324千円

支払手形及び買掛金 － 16,018

 

EDINET提出書類

藤井産業株式会社(E02747)

四半期報告書

11/18



（四半期連結損益計算書関係）

　※１　減損損失

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

 

前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

用途 場所 種類
減損損失

（千円）

事業用 栃木県足利市 土地 282,728

賃貸用 群馬県前橋市 建物及び構築物他 47,398

合計 － － 330,127

 

　当社グループは、事業用資産については事業所単位により、賃貸用資産及び遊休資産については個別物件単

位により、福利厚生資産については共用資産としてグルーピングしております。

　栃木県足利市の事業用資産については、当該事業所を移転する意思決定を行ったことに伴い、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

　群馬県前橋市の賃貸用資産については、当該資産を解体する意思決定を行ったことに伴い、当該資産の帳簿

価額及び解体費用を減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物及び構築物35,632千円、有

形固定資産その他35千円、解体費用11,730千円であります。

　なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、栃木県足利市の事業用資産は不動産鑑定評価額

に基づき、群馬県前橋市の賃貸用資産はゼロとして評価しております。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

用途 場所 種類
減損損失

（千円）

事業用
栃木県宇都宮市 建物及び構築物他 19,967

その他 土地他 5,377

合計 － － 25,344

 

　当社グループは、事業用資産については事業所単位により、賃貸用資産及び遊休資産については個別物件単

位により、福利厚生資産については共用資産としてグルーピングしております。

　栃木県宇都宮市の事業用資産については、当該資産を解体する意思決定を行ったことに伴い、当該資産の帳

簿価額及び解体費用を減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物及び構築物8,699千円、

解体費用11,268千円であります。

　なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、栃木県宇都宮市の事業用資産はゼロとして評価

しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

減価償却費 290,543千円 282,490千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 138,686 16 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

平成25年11月12日

取締役会
普通株式 52,007 6 平成25年９月30日 平成25年11月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 242,702 28 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

平成26年11月13日

取締役会
普通株式 130,018 15 平成26年９月30日 平成26年11月28日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

 電設資材 産業システム 施工 土木建設機械
メガソーラー

発電
合計

売上高       

外部顧客への売上高 24,113,131 8,494,412 10,011,555 3,910,772 321,189 46,851,062

セグメント間の内部
売上高又は振替高

18,461 37,048 60,099 168 － 115,777

計 24,131,592 8,531,461 10,071,654 3,910,941 321,189 46,966,839

セグメント利益 773,028 231,107 623,721 239,438 125,910 1,993,205

 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 1,993,205

持分法による投資利益 16,161

配賦不能全社損益（注） △30,871

その他の調整額 837

四半期連結損益計算書の経常利益 1,979,332

（注）配賦不能全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない当社本部・管理部門の一般管理費及び営業外損益で

あります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　　当第３四半期連結累計期間において、減損損失330,127千円計上しておりますが、当該事業用資産及

び賃貸用資産は電設資材セグメントであります。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

 電設資材 産業システム 施工 土木建設機械
メガソーラー

発電
合計

売上高       

外部顧客への売上高 24,591,460 9,289,158 9,939,416 4,215,544 320,377 48,355,957

セグメント間の内部
売上高又は振替高

18,360 34,113 28,362 5,793 － 86,629

計 24,609,820 9,323,271 9,967,778 4,221,338 320,377 48,442,586

セグメント利益 964,150 320,460 523,577 319,940 173,757 2,301,886

 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 2,301,886

持分法による投資利益 5,346

配賦不能全社損益（注） △100,683

その他の調整額 1,486

四半期連結損益計算書の経常利益 2,208,036

（注）配賦不能全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない当社本部・管理部門の一般管理費及び営業外損益で

あります。

３．報告セグメント等の変更に関する事項

　（退職給付に関する会計基準等の適用）

　　　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24

年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用

指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務

費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、

割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見

込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しておりま

す。

　　　なお、この変更による各報告セグメント利益に及ぼす影響は軽微であります。

 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　　当第３四半期連結累計期間において、減損損失25,344千円計上しておりますが、当該事業用資産につ

いて5,377千円は電設資材セグメント、19,967千円は報告セグメント外の全社資産であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

１株当たり四半期純利益 90円98銭 152円57銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 788,593 1,322,451

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 788,593 1,322,451

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,667 8,667

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成26年11月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………130,018千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………15円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成26年11月28日

　　（注）　平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年２月12日

藤井産業株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 松田　道春　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙橋　正伸　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている藤井産業株式

会社の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２６年１０月

１日から平成２６年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２６年４月１日から平成２６年１２月３１日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、藤井産業株式会社及び連結子会社の平成２６年１２月３１日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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